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【注意】 

 

 

 

ワクチンを接種してから、次のワクチンを接種する間隔は、その効果や安全性のため、ワクチン

の種類によって決まっています。 

 

①同じ種類のワクチンを複数回接種する場合 
 

・ワクチンの種類によりそれぞれ定められた間隔があります。（※詳細はそれぞれのワクチン説明参照） 

 

②異なった種類のワクチンを接種する場合 
 

・異なった種類の注射・生ワクチンの間隔は、接種した翌日から起算して 27日以上あけます。 

 
※同時に複数の種類のワクチンを接種する場合…一度の受診機会に異なった種類の複数のワクチンを接種することを『同時

接種』といい、医師が特に必要と認めた場合は、同時接種を行うことができます。方法としては複数の ワクチンを別々の

注射器で異なる部位に接種します。かかりつけ医とご相談のうえ接種してください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和２年 10月 1日以降は予防接種法の改正により、次に異なる種類のワクチンを接種する 

際、注射の生ワクチン同士以外は間隔の制限がなくなりました。ただし、同じ種類のワクチ 

ン同士の間隔に関しては変更されていませんので、ご注意ください。 
 

 

注射生ワクチン

【定期接種】

ＢＣＧ、水痘、麻疹・風しん混合

【任意接種】

おたふくかぜ

経口生ワクチン

【定期接種】

ロタウイルス

不活化ワクチン

【定期接種】

Ｂ型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合

日本脳炎、二種混合、子宮頸がん

【任意接種】

インフルエンザ

注射生ワクチン

経口生ワクチン

不活化ワクチン

注射生ワクチン

を含むすべての

ワクチン

27日以上（従来通り）

制限なし

制限なし

【接種ワクチン】 【次に接種する異なる種類のワクチン】

※注1）ロタやヒブなど同一のワクチンで複数回の接種が必要な

ものについては、ワクチン毎に定められた接種間隔を守

る必要があります。（従来通り）

※注1）

【例】 

MRワクチンを５/２（水）に接種

し、次に水痘ワクチンを接種予定。 

 

 

５/30（水）以降の接種が可能。 

（４週後の同じ曜日以降） 

 

 

令和２年 10月１日以降の異なるワクチンの接種間隔について 

27日以上あけるとは？ 

予防接種の接種間隔 


